
平成 27 年 3 月 31 日  

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 山鹿市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人山鹿市社会福祉協議会[やまが成年後見ｾﾝﾀｰ] 

委託内容：養成講座の実施、実務支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

 やまが成年後見センター 平成２６年度 市民後見人養成講座 

 

（対象） 

 山鹿市に住所もしくは勤務地がある方で、将来市民後見人として活動が出

来る方（定員１０名及び昨年の未修了者） 

 

（カリキュラム） 

 介護と連動する市民後見研究会作成：基本カリキュラムに沿って実施 

 

（講師） 

 裁判所 調査官・弁護士・司法書士（公益社団法人成年後見センター・リ

ーガルサポート熊本支部）・市職員・税務署・障害者相談支援センター・ 

 介護保険施設職員、障害者施設職員・社協等、科目により依頼 

 

（修了者への支援） 

 やまが成年後見センターの非常勤職員として雇用。 

１年目は日常生活自立支援事業生活支援員として実務活動し、市民後見人

としての活動準備を行う。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成２６年 ４月 受講者募集 

平成２６年 ５月１０日                 第１回養成講座 

平成２６年 ６月１４日 ２８日          第２・３回養成講座 

平成２６年 ８月 ９日 ２３日 ２８日 第４・５・６回養成講座 

平成２６年 ９月１８日         第７回養成講座 

平成２６年１０月 ４日 ２５日     第８回養成講座 

平成２６年１１月 ８日         第１０回養成講座 

 

備      考 

 

 



平成 27 年 3 月 31 日  

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 山鹿市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人山鹿市社会福祉協議会（やまが成年後見ｾﾝﾀｰ） 

委託内容：民生委員等を通じた実態把握・運営委員会の運営・職員研修会

や先進地視察 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

[実態把握調査] 

・民生委員・児童委員を通じて地域の実態を把握する調査を行う。 

[運営委員会の運営] 

<構成ﾒﾝﾊﾞｰ>  

医師・弁護士・司法書士・市・障害者相談支援ｾﾝﾀｰ相談員・施設代表者 

社協等 

(検討内容) 

・市民後見人養成講座に関すること 

・養成講座修了者への支援に関すること 

・市民後見人活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関すること 

[専門研修・先進地視察] 

・市民後見人推進の為の職員研修や先進地視察 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成２６年 ５月２１日 専門研修 

平成２６年 ５月２３日 日本成年後見学会研修 

平成２６年 ６月１３日 第１回運営委員会 

平成２６年 ７月１８日 先進地視察研修【メンタルケア】       

平成２６年 ７月    専門研修   

平成２６年 ９月    専門研修 

平成２６年 ９月３０日 第２回運営委員会 

平成２６年１１月１４日 市民後見成年後見研修会【仮称】        

平成２６年１１月    専門研修 

平成２６年１２月 ４日 第３回運営委員会 

平成２７年 １月    専門研修 

平成２７年 ２月    市民後見推進モデル事業自治体研修会 

平成２７年 ３月 ５日 第４回運営委員会 

平成２７年 ３月    専門研修 

 

備      考 

 

 

 

 

 



平成 27 年 3 月 31 日  

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 山鹿市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人山鹿市社会福祉協議会(やまが成年後見ｾﾝﾀｰ) 

委託内容：運営委員会・審議委員会等で支援体制の構築を検討 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

[運営委員会の運営] 

(構成ﾒﾝﾊﾞｰ) 

医師・弁護士・司法書士・市・障害者相談支援ｾﾝﾀｰ相談員・施設代表者 

民生児童委員会会長・社協等 

(検討内容) 

・市民後見人が円滑に対応できるための支援体制の構築に関すること。 

 

[審議委員会の運営] 

(構成ﾒﾝﾊﾞｰ) 

医師・弁護士・司法書士・市障害者相談支援ｾﾝﾀｰ相談員・社協 

(検討内容) 

・裁判所より受任の可否についての審議 

 

 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成２６年 ６月１３日 第１回運営委員会 

平成２６年 ５月２９日 審議委員会 

平成２６年 ６月    審議委員会 

平成２６年 ７月    審議委員会 

平成２６年 ８月    審議委員会 

平成２６年 ９月    審議委員会 

平成２６年 ９月３０日 第２回運営委員会 

平成２６年１０月    審議委員会 

平成２６年１１月    審議委員会 

平成２６年１２月 ４日 第３回運営委員会 

平成２６年１２月    審議委員会 

平成２６年 １月    審議委員会 

平成２６年 ２月    審議委員会 

平成２６年 ３月    審議委員会 

平成２６年 ３月 ５日 第４回運営委員会 

 

備      考 

 

 



平成 27 年 3 月 31 日  

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 山鹿市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人山鹿市社会福祉協議会(やまが成年後見ｾﾝﾀｰ) 

委託内容：成年後見フォーラムの開催・地域への周知・啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[成年後見フォーラムの開催] 

・成年後見制度全体の周知、啓発も兼ね、成年後見フォーラムを開催 

 ※山鹿市鹿北総合支所にて開催  

 

 

 

[地域への周知・啓発] 

・関係機関や民生委員、地域住民へ出前講座や各種相談等を通じて周知、啓

発を行う。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成２６年 ９月２０日 成年後見フォーラム 

 

※地域への周知・啓発は随時 

 

備      考 

 

 

 


